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第１回鎌ケ谷市地域公共交通会議 議事録 

 

１．日  時 令和６年３月１８日（金）  １４：００～１５：３０ 

２．場  所 鎌ケ谷市役所 ６階 第１委員会室 

３．出席委員  

  ・一般乗合旅客自動車運送事業者 

太田 英寿、窪田 智之、徳永 敬 

  ・一般（乗用）旅客自動車運送事業者 

    小池 満尚 

  ・一般旅客法人千葉県バス協会が推薦する者 

    成田 斉 

  ・住民または利用者 

    吉﨑 勇 

  ・関東運輸局若しくは千葉県運輸支局長又はその指名する者 

    小林 聡 

  ・千葉県警察が指名する者 

    河野 靖 

  ・学識経験者 

    小早川 悟 

  ・本市の職員 

    葛󠄀山 順一、白倉 栄太郎 

４．欠席委員 

  ・住民または利用者 

    坂本 康政 

  ・一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体が推薦する者 

    三橋 裕樹 

  ・道路管理者が指名する者 

    芦村 健爾 

５．事 務 局 都市建設部：﨑田参事 

都市計画課：長谷川課長 

都市政策室：浜田室長、鈴木主事、伊藤技師 

６．傍 聴 者 １人 

７．議   案 ①鎌ケ谷市コミュニティバスききょう号のバス停移設について 

       ②鎌ケ谷市コミュニティバス運営検討委員会の進捗について 

       ③その他 

８．配布資料 傍聴人に対して会議当日に配布した資料は、意思決定前のものであり今後

の協議次第で運行ルートの変更もあるため、市民の誤解や憶測を招き、不
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当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがあるとして会議終了後に回収し

た。 

９ .議    事 

 

事務局 定刻となりましたので、会議を始めさせていただきます。 

本日はお忙しい中、令和５年度第１回鎌ケ谷市地域公共交通会議にご

出席いただき、誠にありがとうございます。 

私は、本日の司会進行を務めさせていただきます、都市計画課都市政

策室の伊藤と申します。よろしくお願いいたします。 

なお、会議録を作成する都合上、当会議での会話、録音させていただ

きますことをあらかじめご了承願います。 

また、会議の中でご発声の際は、お手元のマイク手前スイッチを押し

て、赤いランプがついたことを確認し、お名前を告げてからご発声いた

だきますようお願いいたします。 

それでは、会議に先立ちまして、都市建設部長よりご挨拶申し上げま

す。葛󠄀山部長、よろしくお願いいたします。 

葛󠄀山委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。 

本日はお忙しい中、地域公共交通会議にご出席賜りまして、ありがと

うございます。また、日頃より市政に多大なるご協力をいただき、この

場をお借りいたしまして厚く御礼申し上げます。 

さて本日の会議では、コミュニティバスききょう号の停留所移設に関

することや、令和８年度以降のコミュニティバスききょう号の運行計画

につきまして、現在委員会を設置し検討しておりますが、その検討状況

の途中経過などについて、ご報告をさせていただければと思っておりま

す。 

本市のコミュニティバスききょう号の取り巻く状況でございますが、

平成１３年度に運行を開始し、その後多くの方々にご利用いただいてお

りますが、令和２年からのコロナ禍により、利用者が大幅に減少してお

りましたが、昨年５月に新型コロナウイルス感染症の位置付けが、５類

に移行されたことなどから、コミュニティバスききょう号の利用者数に

つきましては、コロナ禍前の水準まで戻ってきている状況となっており

ます。 

また、多くの市民の皆様方からご要望いただいておりました、新鎌ケ

谷駅の駅前広場の停留所上屋、ベンチの設置につきましては、現在工事

が最終段階を迎えておりまして、今月中の完成を目指しているところで

ございます。 

さらに東武鎌ケ谷駅東口の駅前広場におきましても、来年度にバス停

の上屋、それからベンチの設置について予定をしております。 
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葛󠄀山委員 今後、市民の皆様の利便性向上に向けて、適宜取り組んで参りたいと

考えております。 

結びとなりますが、本日の会議におきましては、委員の皆様より、忌

憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げまして、ご挨拶とさせて

いただきます。 

本日はよろしくお願いいたします。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

葛󠄀山部長、ありがとうございました。 

それでは会議の開催にあたり、本日ご出席いただいた委員の皆様のご

紹介とあわせて、事務局の紹介をさせていただきます。 

ご紹介につきましては、鎌ケ谷市地域公共交通会議設置要綱第３条第

１項規定の各号順とさせていただきますので、あらかじめご承知おきく

ださいますようお願い申し上げます。 

初めに、鎌ケ谷市地域公共交通会議設置要綱第３条第１項第２号に規

定されております、一般乗り合い旅客自動車運送事業者の委員の方とい

たしまして、３名の方にご出席いただいております。 

 

千葉レインボーバス株式会社 

太田英寿様の代理といたしまして、松田部長よりご出席いただいてお

ります。 

 

船橋新京成バス株式会社 

窪田 智之 様 

 

鎌ケ谷観光バス有限会社 

徳永 敬 様 

 

次に、同要綱第３条第１項第３号に規定されております、一般貸切旅

客自動車運送事業者といたしまして、 

一般社団法人千葉県タクシー運営協議会 

小池 満尚 様 

 

次に、同設置要綱第３条第１項第４号の規定による一般社団法人千葉

県バス協会が推薦するものといたしまして、 

一般社団法人千葉県バス協会 

成田 斉 様 

 

次に同設置要綱第３条第１項第５号の規定による住民または利用者と

いたしましては、２名の委員の方にご出席いただいております。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まだお見えになっておりませんが、 

鎌ケ谷市商工会 

坂本 康政 様 

 

鎌ケ谷市自治会連合協議会 

吉﨑 勇 様 

 

次に、同設置要綱第３条第１項第６号の規定による、関東運輸局長も

しくは千葉運輸支局長またはその指名するものといたしまして、 

国土交通省関東運輸局千葉運輸支局 

小林 聡 様 

 

次に、同設置要綱第３条第１項第７号の規定による一般旅客自動車運

送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体が推薦するものといた

しまして、まだお見えになっておりませんが、 

新京成バス労働組合 

三橋 裕樹 様 

 

次に同設置要綱第３条第１項第８号の規定による道路管理者が指名す

るものといたしまして、 

千葉県東葛飾土木事務所 

芦村 健爾 様 

本日、欠席の連絡をいただいております。 

 

次に、同設置要綱第３条第１項第９号の規定による、千葉県警察が指

名するものといたしまして、 

千葉県鎌ケ谷警察署 

河野 靖 様 

 

次に、同設置要綱第３条第１項第１０号の規定による学識経験者とい

たしまして、 

小早川 悟 様 

 

次に、同設置要綱第３条第１項第１号の規定による鎌ケ谷市職員とい

たしまして、 

鎌ケ谷市都市建設部長 

葛󠄀山 順一 でございます。 
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事務局 次に、鎌ケ谷市道路河川管理課長 

白倉 栄太郎 でございます。 

続きまして、本日、事務局を務めます職員でございます。 

都市建設部参事﨑田でございます。 

都市建設部都市計画課課長長谷川でございます。 

都市建設部都市政策室長浜田でございます。 

都市建設部都市政策室担当鈴木でございます。 

 

委員及び事務局の紹介は以上でございます。 

続きまして、会議に入ります前に、本日の資料の確認を行います。 

１ 会議次第 

２ 鎌ケ谷市地域公共交通会議設置要綱 

３ 委員名簿 

４ 令和５年度第１回鎌ケ谷市地域公共交通会議 

以上４点でございます。 

資料が不足している方はいらっしゃいますでしょうか。 

いらっしゃらないようですので、議事に入らせていただきます。 

 

現在、本会議の会長につきましては、任期満了に伴い、不在となって

おります。 

本会議の会長につきまして、鎌ケ谷市地域公共交通会議設置要綱第４

条第１項の規定により、委員の皆様の互選により選出したいと思いま

す。選出にあたりまして、都市建設部長に臨時議長を務めさせていただ

き、進行させていただきたいと存じますが、いかがでしょうか。 

委員全員 ― ― ―異議なし― ― ― 

事務局 ご異議はございませんので、都市建設部長は、臨時議長席へお願いい

たします。 

葛󠄀山委員 臨時議長を務めさせていただきます都市建設部長の葛󠄀山です。よろし

くお願いいたします。 

それでは、鎌ケ谷市地域公共交通会議を開会いたします。 

まず初めに会議録の署名委員の選任について、委員の皆様にお諮りい

たします。 

当会議の会議録につきましては、会議終了後、事務局にて作成するこ

ととなりますが、会議録の署名委員につきましては、徳永委員と小池委

員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

委員全員 ― ― ―異議なし― ― ― 
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葛󠄀山委員 ありがとうございます。 

ご異議ございませんので、会議録署名委員は徳永委員と小池委員にお

願いいたします。 

それでは議事の前に、本会議は要綱第６条の規定により、原則として

公開することとなっております。 

本日、傍聴を希望される方はいらっしゃいますでしょうか。 

事務局 本日傍聴希望されている方が１名お見えになっております。 

葛󠄀山委員 ありがとうございます。 

本日傍聴希望者がいらっしゃいますので、その取り扱いについてお諮

りいたします。 

最初に、本日の会議について、傍聴する方が希望する方が１名お見え

になっているとのことですが、本日の会議の中に、鎌ケ谷市情報公開条

例第８条各号に定める不開示情報の有無を確認いたします。 

また、傍聴者への配布資料については、事務局はどう判断しますでし

ょうか。 

事務局 今回の検討委員会での検討事項の中には、鎌ケ谷市情報公開条例第８

条各号に定める不開示情報等は含まれておりません。 

しかし、本日の会議資料は意思決定前のものであるため、傍聴人への

配布資料は、会議終了後に回収させていただきたいと考えています。 

葛󠄀山委員 ただいま事務局より、鎌ケ谷市情報公開条例第８号各号に定める不開

示情報は含まれていないとのことでありました。 

では、お諮りいたします。 

傍聴希望者１名については、傍聴を認めることとし、配布資料につい

ては回収することとしてよろしいでしょうか。 

委員全員 ― ― ―異議なし― ― ― 

葛󠄀山委員 ご異議なしと認め、傍聴を認めることとし、配布資料につきましては

回収することといたします。では、傍聴される方が席に着くまでの間、

しばらくお待ちください。 

 傍聴者、着席 

葛󠄀山委員 

 

 

 

 

 

 

 

傍聴される方に申し上げます。 

会議を円滑に運営するために、係の者から渡されました遵守事項を守

るようにお願いいたします。 

また、本日の資料につきましては、意思決定前のものであるため、会

議終了後に回収させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、会議を始めたいと思います。 

鎌ケ谷市地域公共交通会議、会長の選任についてお諮りいたします。 

鎌ケ谷市地域公共交通会議設置要綱第４条第１項の規定により、会長
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葛󠄀山委員 は委員の互選により定めることとされております。 

当会議の会長の選任について、どなたかご意見をお持ちの方がいらっ

しゃいましたら、お願いいたします。 

Ａ委員 学識経験者でもある小早川委員を推薦いたします。 

葛󠄀山委員 Ａ委員より、小早川委員を会長にとのご発言がありましたが、いかが

でしょうか。 

委員全員 ― ― ―異議なし― ― ― 

葛󠄀山委員  ありがとうございます。 

では、会長は小早川委員にお願いすることといたします。 

よろしくお願いいたします。 

次に同要綱第４条第３項に規定されております職務代理者でございま

すが、会長が指名することとなっておりますので、小早川会長、ご指名

お願いいたします。 

小早川会長 窪田委員を指名したいと思いますがいかがでしょうか。 

委員全員 ― ― ―異議なし― ― ― 

葛󠄀山委員 

 

ありがとうございます。 

それでは、会長の職務代理は窪田委員にお願いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

会議につきましては、要綱第５条第１項の規定により、小早川会長に

議長をお願いいたします。 

小早川会長、よろしくお願いいたします。 

小早川会長 それでは早速議事に入っていきたいと思います。 

議題の鎌ケ谷市コミュニティバスききょう号のバス停移設について、

鎌ケ谷市コミュニティバス運営検討委員会の進捗について、事務局より

ご説明いただきたいと思います。 

その他につきましては、説明後の質疑応答が終わった後に、議題の有

無を各委員に確認したいと思います。 

それでは、説明を事務局からお願いいたします。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

改めまして、都市計画課都市政策室の浜田と申します。 

議題の説明をさせていただきます。 

令和５年度第１回鎌ケ谷市地域公共交通会議の資料を説明いたしま

す。 

２ページ目をお開きください。 

本日の議題の内容となります。 

１点目は、鎌ケ谷市コミュニティバスききょう号のバス停の移設につ

いて。 

２点目は、鎌ケ谷市コミュニティバス運営検討委員会の進捗について
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

となります。 

また最後にその他についてご報告をさせていただきます。 

３ページ目をお開きください。 

最初に鎌ケ谷市コミュニティバスききょう号の停留所移設について説

明いたします。 

 

４ページ目をお開きください。 

今回、鎌ケ谷市コミュニティバスききょう号の停留所の移設を考えて

いる箇所が４箇所ほどございます。 

まず１点目といたしまして東線２の病院前停留所です。 

２点目が、南線の富岡停留所です。 

３点目が南線、ＮＴＴ鎌ケ谷停留所でございます。 

４点目が西線の、防衛省官舎前停留所となります。 

 

５ページをお開きください。 

１点目です。 

ききょう号東線２の病院前停留所でございます。こちらの停留所は、

利用者の方が乗り降りする際に県道歩道部にある道路縁石の位置と停留

所が近いこともあり、利用者が縁石で転倒する恐れがあることから、場

所を移設したいと考えております。 

移動距離は写真と図面にあるとおり、５メートル程度で考えておりま

す。 

こちらの停留所の移設につきましては、道路管理者や地権者や警察と

事前に協議済みとなっております。 

 

６ページをお開きください。 

こちらはききょう号南線富岡停留所でございます。 

こちらのバス停留所は、隣接地において開発が計画されており、マン

ションが建つ予定となっております。 

既存のバス停が、マンションの出入口となってしまうことから、停留

所の移設を検討しております。 

移動距離は写真と図面にあるとおり、１０メートル程度の移設を考え

ております。 

こちらの停留所の移設につきましても、道路管理者や地権者や警察と

事前に協議済みとなっております。 

 

７ページをお開きください。 

こちらはききょう号南線、ＮＴＴ鎌ケ谷停留所でございます。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらの停留所は、現在待機場所が狭く、運転手から利用者が視認し

にくい状況であることから、停留所の移設を検討しております。 

移動距離は写真と図面にあるとおり、１６メートル程度の移設を考え

ております。 

こちらの停留所の移設につきましても、道路管理者や地権者や警察と

事前に協議済みとなっております。 

 

８ページをお開きください。 

ＮＴＴ鎌ケ谷停留所の移設先の詳細位置となります。 

ライフケア鎌ケ谷会堂と民地の間の場所を使って停留所を設置したい

と考えております。 

 

９ページをお開きください。 

ききょう号西線、防衛省官舎前停留所でございます。 

こちらの停留所は、現在市道の改良工事を現在実施しており、道路工

事が完了しますと、既存の停留所が、新しく設置される横断歩道の位置

と重なるため、移設を検討しております。 

移動距離は写真と図面にあるとおり、約６メートルの移設を考えてお

ります。 

新たに設置される横断歩道からは、５メートル以上離れた場所に移設

することとなります。 

こちらの停留所の移設につきましても、道路管理者や地権者や警察と

事前に協議済みとなっております。 

停留所の移設に関しての説明は以上となります。 

 

１０ページをお開きください。 

続きまして、鎌ケ谷市コミュニティバス運営検討委員会の進捗につい

てご説明いたします。 

 

１１ページをお開きください。 

鎌ケ谷市コミュニティバス運営検討委員会の進捗です。第１回と第２

回はすでに開催済みとなっております。 

第１回運営検討委員会では、ききょう号の過去の振り返りを実施する

ため、令和元年の提言の説明やききょう号の現状を説明いたしました。

ききょう号に対して鎌ケ谷市へ寄せられた意見要望内容から、全市民に

向けたアンケートを実施することについて説明させていただきました。 

第２回運営検討委員会では、アンケートの集計結果や対応策の整理、

実施方法を説明し、ルートの素案を提示いたしました。 
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事務局 第３回運営検討委員会では、運行ルートや時刻表の検討、運行経費等

の検討を行い、令和６年７月の検討で取りまとめを実施する予定です。 

令和７年度に、鎌ケ谷市内部の調整や議会報告などを経て、令和８年

度に新たな運行を開始する予定としております。 

検討の取りまとめの内容につきまして、第４回運営検討委員会後に開

催予定の鎌ケ谷市地域公共交通会議にてご意見を確認したいと思ってお

ります。 

事務局からの説明は以上となります。 

小早川会長 ありがとうございました。 

ただいまの説明につきまして、何かご質問、ご意見等がある方はいら

っしゃいますでしょうか。 

Ｂ委員お願いいたします。 

Ｂ委員 Ｂでございます。 

バス停の移設は、何日からを予定していて、市民の方への周知方法は

どのようにされるおつもりでしょうか。 

以上です。 

事務局 ただいまのご質問について、お答えします。 

事務局で予定しておりますのは、この会議が終了しましたら、公共交

通会議で、異議なしと認められた書類を作成し、各バス事業者様に通知

を出したいと考えております。 

実施予定日ですが、こちらについては明確な日にちは持っておりませ

ん。この会議でバス停移設についての協議が整った旨の書類を作成した

後に、千葉運輸支局も含めてバス事業者様と実施日について協議させて

いただきたいと考えております。 

以上です。 

Ｂ委員 了解しました。 

具体的に４月１日からと決まっているわけではなく、これから調整し

て決めるという形でよろしいでしょうか。 

事務局 はい、その通りです。 

周知方法や時期につきましても、併せて協議させていただきたいと思

います。 

Ｂ委員 はい、わかりました。 

小早川会長 路線ごとに協議実施日が違いますが、移設は一気に実施しますか。 

事務局 同じ日に実施したいと考えております。 

小早川会長 

 

 

はい、わかりました。実施する場合は、事業者さんと協議してくださ

い。 

ほかに何かありますか。 
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小早川会長 Ｃ委員お願いいたします。 

Ｃ委員 Ｃです。 

今のお話の中で、基本的には道路管理者地権者、警察と事前協議済み

となっておりますが、運営当局に対しては、例えば、申請届け出関係の

有無も含めてこれから協議するという解釈でよろしいでしょうか。 

事務局 はい、その通りです。 

昨年度の令和４年度の第１回目の公共交通会議の時に、バス停を移設

する旨の話をさせていただき、昨年度は報告程度でしたので、今回は地

権者や管理者の確認をした上で、会議に諮りたいと考えておりました。 

運輸支局へはこれからということで考えております。 

Ｄ委員 

 

Ｄでございます。 

Ｃ委員ありがとうございます。 

運輸支局への届け出自体は、事前に警察関係や地権者の方との調整が

整っていれば、基本的には問題ないと考えております。 

今日資料を拝見して、例えば横断歩道にかからないようにする対応な

ど、安全面を考慮していただいているとのことですので、問題ないと思

います。 

より安全にするように変更しているということが趣旨のように思いま

すので、支局としてもなるべく早くできるように協力いたします。 

その辺を気軽にご相談いただけたらと思います。 

以上です。 

小早川会長 はい、よろしくお願いいたします。ほかには何かございますか。 

 Ｅ委員お願いいたします。 

Ｅ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅでございます。 

確認のために、お伺いします。 

９ページのききょう号西線を見ますと、道路整備事業とあります。 

道路整備事業によって横断歩道が設置されるということですが、今つ

いている写真には横断歩道はまだ記載されておりません。道路整備事業

は、すぐに白線を書くというよりは、ある程度工事期間がかかると思い

ます。この写真がいつのものか記載はありませんが、道路整備事業自体

の進行はかなり時間がかかるとすると、バス停の移設は秋以降と少し間

が空くように思います。バス停の設置は一緒に変更されるというご説明

でしたので、その辺について確認させてください。 

これについて申し上げたのは、１１ページの資料を見ますと、鎌ケ谷

市コミュニティバス運営検討委員会の進捗で、ルートの説明があります

が、こうしたものにも影響が出てくると思われます。 

今日はバス事業者も皆さんおりますので、かなり先になるのではない

かという懸念がございますが、ある程度直近にできるということであれ
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Ｅ委員 ばその辺は確認させていただきたいと思います。 

事務局 ありがとうございます。 

道路工事ですが、説明不足で大変申し訳ありませんでした。 

もうすでに工事発注済みで、現在工事中でございます。 

完成時期は４月以降になっておりますので、次回の公共交通会議にか

かるほどの工程、工事間隔ではないということをお伝えさせていただき

ます。 

ほかのバス停と合わせての停留所の移設で考えていきたいと考えてお

ります。 

今お話のありましたコミュニティバスの方の運営検討委員会につきま

しても、先ほどご説明させていただきましたが、令和６年５月と同年７

月頃の開催で考えております。 

以上です。 

Ｅ委員 実施時期はわかりました。 

来年度の新しいルート案との調整を図りながら、４か所のバス停で進

めるということで理解いたしました。 

その上でお伺いいたします。 

今回すでにある新しいバス停に応じた道路管理者や地権者、警察との

事前協議が終わっているということでございます。移設後のバス停の位

置の名前がＮＴＴ前や防衛省宿舎前などありますけれども、停留所名の

変更を伴わないか確認させてください。 

事務局 事務局です。 

移設先の名称等の変更は現時点では考えておりません。前回検討委員

会で運行ルート素案を提示させていただいた停留所でも、同じ名称でい

けると考えております。 

以上です。 

小早川会長 ほかに何かご意見ご質問はございますか。 

バス停の移設については、もうこちらでご承認いただいてこれで進め

るということでよろしいでしょうか。 

それではなるべく早めに協議をして進めていただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

事務局 はい。 

小早川会長 

 

それでは続いて、議題のその他につきましてご報告がある委員の方は

いらっしゃいますでしょうか。 

徳永委員お願いいたします。 

徳永委員 

 

 

鎌ケ谷観光バスの徳永です。 

貴重な時間、よろしくお願いいたします。 

弊社の生活バスちばにうですが、現在千葉ニュータウンから新鎌ケ谷
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徳永委員 駅までの直行路線と北循環線の２路線、千葉ニュータウンから印西牧の

原循環線の３路線を運行させていただいております。今年の６月で運行

から丸１０年を迎えますが、運行当初からの赤字が大変大きく重なり、

またコロナ禍で事業経営がかなり悪化しました。 

今までは観光部門の方から補填等で補っていましたが、コロナ明け以

降に燃料高騰や運転手不足等で状況がかなり悪化してしまい、諸々考え

た上で、存続が厳しいという判断をさせていただきました。 

現在ご利用いただいているお客様に関しては、大変ご迷惑をかける状

況になってしまいますが、現在、陸運局や千葉県等に申請を出して進め

ております。 

また、４市に跨っておりますので、４市に協議するよう陸運局から話

を受けております。鎌ケ谷市の今回地域公共交通会議が他市を含めて１

回目ということですので、この会議にて、報告経緯という形で報告させ

ていただいて、承認をしていただければと思っております。 

以上です。 

小早川委員 

 

ありがとうございます。 

ただいまのご説明に関しまして何かご意見、ご質問等ございますか。 

Ｂ委員お願いいたします。 

Ｂ委員 Ｂでございます。 

こちらはいつごろを予定されておりますでしょうか。届出等の期間な

どもあるかと思います。お客様のこともあると思いますので、いつごろ

予定されているかお伺いしたいです。 

徳永委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３路線ありますが、千葉ニュータウン新鎌ケ谷直行便のルートと牧の

原循環ルートに関しては、昨年の１月から運休になっております。こち

らの路線は、陸運局との話し合いの上で、１年間運休していたため、１

か月前の告示で問題ないという確認は取れております。 

また北環状線ルートに関しては、現在土日祝日ダイヤで運行しており

ます。通常ですと、申請承認に６か月かかりますが会社の圧迫している

部分もありますので、できるだけ早くという形で調整をしております。 

鎌ケ谷観光の希望としては、５月の中旬から下旬に３路線廃止できれ

ばと考えております。その理由としましては、６月にちょうど車両の車

検が入っておりますので、車検を通す前の５月の下旬という形で検討し

ております。 

小早川会長 

 

ほかにはいかがでしょう。 

Ｅ委員お願いいたします。 

Ｅ委員 

 

 

Ｅです。 

直行便と牧の原便は、運休が１年以上続いているので、１か月前に届

出を出せばいいということですので、５月の中旬から下旬のご希望の１
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Ｅ委員 か月前には届け出を出されるということで理解いたしました。 

そして、北循環線については、６か月前の届け出が必要ということで

すが、調整を図り５月中旬から下旬に出し、廃止をしたいというご希望

があると理解しました。 

この北循環線は複数の市に跨る路線で、具体的には印西市と白井市に

跨るのか鎌ケ谷市にも跨るのか、どのような状態となっているかお伺い

したいです。 

徳永委員 ありがとうございます。 

４市ということですので、印西市、白井市、船橋市と鎌ケ谷市の４市

に北環状線ルートが通っております。 

小室の駅を経由していますので、船橋市が入っております。 

小早川会長 

 

ほかに何かご意見ご質問ございますか。 

Ｅ委員お願いいたします。 

Ｅ委員 

 

Ｅです。 

先ほど徳永委員から、鎌ケ谷市の中で会議があるので、ご承認をいた

だきたいというお話をいただきました。お話の通り直行便と牧の原循環

便については１か月前で届け出を出せる状態ですが、４市に跨る北循環

線も、千葉県交通計画課と思いますが、バス対策地域協議会の手続きを

するにあたって、この４つの市の協議会、公共交通会議に承認を受ける

ようなご指導があったということでしょうか。 

徳永委員 県には、先日書類を受理していただいており、今検討している最中と

聞いております。 

４市に跨るので先に県に申請して、バス対策地域協議会を進めていく

という形でお話いただいております。 

その中で、４市に跨っておりますので、念のため公共交通会議で経緯

の説明と、承認と言ってよいのか表現が難しいですが、話を進めてくだ

さいということでした。 

小早川会長 ほかに何かご意見ご質問はございますか。 

 Ｂ委員お願いいたします。 

Ｂ委員 Ｂです。 

先ほどの徳永委員の説明ですが、４市の公共交通会議もやられるとい

うことでしょうか。白井市は、会議開催がなくなったと聞いております

ので確認させてください。 

徳永委員 先日４市すべて回ってきまして、白井市や船橋市など年度が替わり、

次が５月か６月くらいに開催するかもという話もありました。市によっ

て書面開催での対応やどのように経緯の話等を進めるか、検討はしてい

るとお話は伺っております。 

小早川会長 原則的に４市全部で対応ということでしょうか。 
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徳永委員 はい、その通りです。 

小早川会長 

 

鎌ケ谷観光バスさんのお話については、よろしいですか。 

ではご報告いただきご了解したということでよろしいですかね。 

ほかに何かご意見ご質問ございますか。 

Ｅ委員お願いいたします。 

Ｅ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅでございます。 

来年度ですが、コミュニティバスの検討委員会が２回開催され、地域

公共交通会議もこれから鎌ケ谷市で開催されていくということがこの資

料でわかります。 

現在、日本全体のバス交通、タクシーなど地域公共交通が非常に厳し

い状況が続いていると聞きます。 

そのような中、千葉県庁でも議会で質問が多く出ていることから、国

でも、この地域公共交通に関する活性化及び再生に関する法律というも

のが改正され、約２年経ちます。 

自治体ごとに地域公共交通計画を定めて、その中で国の方から、支援

メニューというのも、公共交通計画に基づく内容というものを、まずは

支援をしていくとありました。 

例えば、国と県で支援をしていく補助金のメニューです。地域間幹線

系統の補助、例えば新鎌ケ谷駅などの大きな駅や中心都市に結ぶ地域の

足となる支線バス路線についても、国の財政的な支援を受けて行うとい

うものです。これが全部令和７年度から、地域公共交通計画に基づく内

容に支援をすると財政的な方針が国の方からも示されて、県内でも多く

の自治体が、今地域公共交通計画を策定済み、もしくはこれから策定を

することで進んでございます。 

今、鎌ケ谷市におきましては、コミュニティバスの再編で大きなテー

マに持って向かっておりますが、この地域公共交通計画を、鎌ケ谷市で

策定することについての今後の方針やお考えの部分についてお伺いさせ

てください。 

非常にこの公共交通会議でも、大きな影響を受けるため、ある程度私

達委員にその辺についてお伺いできればありがたいと思っております。  

今の時点で結構ですので、お考えをお伺いできますでしょうか。 

小早川会長 事務局からお願いいたします。 

事務局 

 

 

 

 

Ｅ委員からお話のありました、地域公共交通計画ですが、鎌ケ谷市で

は、Ｅ委員がおっしゃった通り、計画は策定しておりません。 

ただし今後、鎌ケ谷市でも、計画の策定については、進めて参りたい

と考えております。 

以上です。 
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Ｅ委員 鎌ケ谷市においても、地域公共交通計画を策定するお考えがあるとい

うふうに伺いましたので、今の現時点で私の所属の方から申し上げま

す。船橋市から鎌ケ谷市を抜けて白井市に抜けていく、国と県で補助を

受けている地域間幹線系統で補助を受けている路線があります。鎌ケ谷

市の公共交通計画の策定が７年度に間に合わない場合は、補助自体が打

ち切られる可能性もございます。計画策定であれば、策定に係る調査経

費も国の方からご支援をいただけると陸運局からも伺っております。 

今はコミュニティバスの再編があると思いますが、今後も鎌ケ谷市の

公共交通をより活性化するためには、公的なメニューは本当に重要だと

思います。何かお困りであれば、ご支援させていただきますので、少し

スピードを少し上げていただき、策定に向けてお願いできればと思って

おります。 

私から以上です。ありがとうございました。 

小早川会長 

 

広域的な路線がなくなることはインパクトが大きいですから、是非連

携ができるように、地域公共交通計画を策定に向けて準備を進めていた

だければと思います。よろしくお願いします。 

ほかに何かご意見ご質問ございますか。 

Ｄ委員お願いいたします。 

Ｄ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄでございます。 

２点ほどございます。 

１点目は、本日資料でもお配りいただいている鎌ケ谷市の地域公共交

通会議設置要綱についてです。 

鎌ケ谷市の事務局の方も既にご承知かもしれませんが、昨年の１０月

に道路運送法の改正がされました。元々この交通会議の場で、例えば乗

り合いバスの運賃について協議できるとなっておりましたけれども、こ

れが独占禁止法に抵触する可能性があります。 

その運行する事業者以外の事業者が入って協議することは、そのよう

な恐れがあるということで、昨年１０月に交通会議の場では運賃料金に

関することは原則協議ができなくなりました。 

同設置要綱見ると、第２条第１項第１号で、運賃及び料金等に関する

ことが記載されておりますので、運賃料金等に関することは除く必要が

あります。運賃料金については、別途で会議体を設けて、実際に運行す

る事業者、運輸支局職員、地域住民と、市の指定する者、市の職員の方

で協議する必要があります。 

手続が昨年１０月に少し変わっております。 

今日の資料を見て、運賃を協議する場面がなさそうですので、すぐに

対応する必要はないとは思いますが、今後そのような手続が必要になる

と思います。 
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Ｄ委員 

 

対応方法や、ほかの市の状況など、情報は持ち合わせておりますの

で、ご相談いただけたらと思っております。 

２点目については、本日徳永委員から報告があった運行の廃止につい

てですが、１社にかかわらず今現在路線バスにしても運転者不足は喫緊

の課題で、減便や路線廃止をしなくてはならない状況となっておりま

す。バスに限らずタクシーにおいても運転手不足となっており、タクシ

ーの足りない時間なども発生しております。 

我々トラックも所管しておりますが、トラックについても同様です。

本日紹介させていただくのは、運輸支局単独で昨年１２月に運転者不足

の対策の一助になればと実施しているプレスリリースについてです。ド

ライバーの魅力を発信するようなプレスリリースをしております。 

ドライバーは、長時間労働低賃金のイメージが多くありますが、中に

は自分の生活スタイルに合っているという方もおります。ドライバー自

身が魅力に感じているというような状況もあるので、それらの声を集め

てプレスリリースにしたものでございます。 

今日ここでお話するのは、我々運輸支局の方のホームページに掲載し

ても、求職者の方は見ないので、このような会議の場でご紹介させてい

ただいております。市によっては、自治体のホームページにリンクを貼

っていただき、ＰＲにご協力いただいている現状もあります。 

鎌ケ谷市でも少しご検討いただけたらなという思いで今日発表させて

いただきました。 

よろしくお願いいたします。 

以上です。 

事務局 

 

 

 

 

同設置要綱につきましては、内容を確認させていただきまして必要に

応じて修正をさせていただきたいと思います。 

２点目につきましても、運輸支局のホームページを確認させていただ

いた上で、対策できるものには取り組んでいきたいと考えております。 

情報ありがとうございました。 

小早川会長 ありがとうございました。 

ほかに何かご意見ご質問ございますか。 

Ｅ委員お願いいたします。 

Ｅ委員 

 

 

 

 

 

 

Ｅです。 

運輸支局からこの同設置要綱に関する内容について発言がありました

ので、私から確認をさせていただきたいと思います。 

この同設置要綱は告示の形式で定められたということで、現在、県内

でも地域公共交通活性化再生に関する法律ができて、告示の形式で定め

られたものも、条例に基づく会議に変更するような自治体も多いです。 

今日お伺いしたかったことは、会長の選任、議事録署名人等、本日の
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Ｅ委員 会議でありましたが、第１回鎌ケ谷市地域公共交通会議の次第を拝見す

ると、開会挨拶、議題の記載となっており、事前の開催通知で会長選任

はわかっていませんでした。 

本日欠席の方もいらっしゃいます。欠席の方に、そうした通知をどの

ように行うかお伺いさせてください。 

また、議事録は署名人を求めてこれから出すと思います。この議事録

は、私の理解は、自治体によっては、ホームページにそのまま名前入り

で掲載する自治体もあります。 

鎌ケ谷市の議事録について今まで聞かれた記憶があまりありません

が、今回会長も決まりましたし、この議事録について、ある程度署名の

方にご確認をいただいて、この会議終了後に、欠席の方も含めてお送り

するか確認させてください。また、ホームページ等で公表する予定があ

るかどうかも併せて確認させてください。 

以上についてお伺いしたいと思います。お願いいたします。 

事務局 公共交通会議を始め、コミュニティバス運営検討委員会についても、

議事録はホームページで公開しております。その際、発言している委員

のお名前については、Ａ委員、Ｂ委員というような表記をさせていただ

いております。ただし、事業者様を特定して発言を求めているものにつ

いては、事業者名を記載しております。 

欠席された委員への対応については、昨年より前の会議はコロナ禍で

期間が空いていたため、私の方で確認できませんでしたが、昨年につき

ましては欠席された委員の方には、資料を持って会議の内容をご説明さ

せていただいております。 

今回の対応については、丁寧な説明ができるように心がけていきたい

と思います。 

以上です。 

Ｅ委員 ホームページに掲載され、Ａ委員、Ｂ委員と表記されることを理解し

ました。 

次回以降の要望ですが、開催通知の中には議題以外に重要な情報は、

何をするか通知をしていただくようお願いをしたいと思います。 

今回の開催通知には、会長選任と記載がなかったので、よろしくお願

いいたします。 

事務局 

 

ありがとうございます。 

次回以降そのようにさせていただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

小早川会長 

 

ありがとうございます。 

議事録の確認は、回っているのでしょうか。 
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事務局 議事録については、最初に承認いただきました、議事録署名人の方に

一読いただいて、署名していただいております。 

署名が２名そろった時点で、行政室という部署に、会議録を提出し

て、文章の確認をしていただいた上で、ホームページに掲載しているよ

うな流れでございます。 

小早川会長 

 

わかりました。 

自治体によっては全員にお送りして、確認を取っているところもある

ので、どちらがいいかというのはありますが。 

Ｅ委員どうぞ。 

Ｅ委員 

 

私はほとんどの県内会議に出ていますが、テープを聞いても趣旨のニ

ュアンスが聞き取れないところがあり、議事録署名人の方の荷も重いと

思います。 

皆さんに送って確認をされた方が、日付を区切ればできると思うの

で、聞いてみてはいかがかと思います。 

ご提案ですがよろしくお願いいたします。 

小早川会長 できれば私もそうしていただけるとありがたいです。 

少し手間がかかってしまいますが、最近皆様メールで送ってくること

も多いです。 

可能であれば、そういう手続を踏んでいただけるとありがたいです。 

事務局 そのような対応を検討してみたいと思います。その際は委員の皆様に

はご協力いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

小早川会長 よろしくお願いいたします。 

ほかにいかがでしょうか。 

Ｆ委員お願いいたします。 

Ｆ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆでございます。 

設置要綱の話がございましたので、私の方からも修正していただいた

方が良いと思った内容を話します。第３条第１項第３号に該当して出席

をさせていただいておりますが、私の立場は一般乗用旅客自動車運送事

業者の代表ということになります。貸切の文言と括弧はいらないという

ことでございます。 

もう１点話をさせてください。一般乗用旅客自動車運送事業、すなわ

ちタクシーハイヤーの京葉交通圏の代表で地域公共交通会議に出席をさ

せていただいております。皆さんご承知のように、ライドシェアという

話が、凄い勢いで進んでおります。鎌ケ谷の公共交通、バス路線、タク

シーが足らず、市民が公共交通機関不足で困っているかを、どこかのタ

イミングで調査しなければなりません。これについては、国土交通省よ

りむしろ規制改革推進会議やデジタル庁が主導で動いておりますが、国
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Ｆ委員 土交通省も困っている状況の中で、ライドシェアありきで世間が動いて

いる現実がございます。 

端的に言って自家用車で、タクシー事業を行っていいということです

ので、普段町中を走っている一般の車が自分の空き時間にタクシー同等

の料金を取って人を輸送するということになります。 

今、徳永委員からお話がありましたように、事業者が経営困難と判断

して路線を廃止したところで、市民が公共交通がなくなって困るからラ

イドシェアを入れてほしいという話があった場合に、公共交通会議や市

としてどのような対応をするかということを頭の隅に入れておかないと

いけません。この会議で議論しなければならなくなるようなケースもあ

ると思いますので、その辺をご承知置きいただければという意見でござ

います。 

Ｄ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見ありがとうございます。 

おっしゃる通り国土交通省も、押されぎみというような印象はありま

すが、少し正確にご紹介させていただきます。確かにＵｂｅｒタクシー

のような欧米系のライドシェアは、タクシー事業者等に運行管理されな

いまま一般のドライバーがアプリを使って、自由に運行するようなもの

です。それはかねてより国としても禁止しており、運行管理されていな

いことは安全上問題があるというスタンスはまだ変わっておりません。 

今現在、ライドシェアという言葉は使っていませんが、タクシー事業

者が責任を持って運行管理をして、一般の自家用のドライバーが運送す

るという形が始まりつつあります。 

先週１３日には、国土交通省の方で、タクシーが不足している地域を

示すという手続きから入ることになっていました。 

先週１３日の段階で、関東では東京２３区や神奈川県の横浜市が示さ

れたところでございます。 

その地域に関しては、早ければ４月からでもタクシー事業者が運行管

理をして、一般ドライバーが運転するというような形が生まれるだろう

というものでございます。 

千葉のタクシーが不足する部分を順次国土交通省の方で示していくと

ホームページの報道にも書いていますが、我々支局としても、千葉県が

いつになるか注視しております。 

冒頭申し上げた、欧米系のようないわゆる本当のライドシェアは、ま

だ導入するか決まっていませんし、今申し上げたタクシー事業者が管理

していく状況を見ながら検討を進めていくというような形になっており

ますので、国の動きを注視いただけたらと思います。以上です。 
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小早川会長 ありがとうございます。 

今ご紹介いただいたものだけではなく、ほかにも月額や年額といった

定額料金を支払うことで輸送サービスを受ける新しい形態のサービスが

様々なところで出てきています。そのようなことを考えると鎌ケ谷市と

して、地域公共交通計画を作って、どのようにしていくか検討していく

ことは重要な視点と改めて思いました。 

広域の路線がなくなってしまうことや、ドライバー不足などの話もあ

りますが、新しいサービスなど含めて市としてどう考えるか検討に入っ

ていただけるとありがたいと思います。ので、是非よろしくお願いいた

します。 

ほかにいかがでしょうか。 

Ｇ委員お願いいたします。 

Ｇ委員 Ｇです。今のライドシェアの話と本質的には一緒かもしれませんが、

別の市で最近、グリーンスローモビリティーが非常に流行っていること

を聞きました。大体のケースとして運転手かボランティアで参加し、運

賃も無料というケースが多いようです。 

運賃が無料とすると、基本的に運輸当局への届出申請関係は不要とい

うことで、運行をされている自治体もあります。移動手段であることに

は間違いありません。 

緑ナンバーではないため、公共交通ではないというニュアンスの話も

聞かされたりします。しかし、移動手段としての視点で考えていただけ

れば思います。 

先ほどの交通計画は、まさにそのような公共交通以外の部分も出てく

ると思います。そこも含めて、是非作成していただけたらと思います。 

これは要望でございますが、よろしくお願いいたします。 

小早川会長 

 

皆さんから、是非という声がたくさん挙がっていますので、前向きに

ご検討いただければありがたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

ほかにはいかがでしょうか。 

事務局からお願いいたします。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

市の方から２点報告させていただきます。 

１点目が、新京成線の北初富駅前広場の整備についてです。 

現在、地権者の協力を得ながら、用地取得を進めております。今年度

末の取得率が約６７パーセントと見込まれています。 

整備される駅前広場には、障害者用バス、タクシー、一般乗降場はそ

れぞれ１か所設置を予定しており、令和８年度の供用開始を目指してお

ります。 

２点目は、新鎌ケ谷駅南側の駅前広場についてです。 
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事務局 新鎌ケ谷駅南側に千葉県企業局が所有していた土地を、令和５年３月

２３日に、京成電鉄など４社から成る共同事業体が、プロポーザルで土

地を取得して、１５階建ての住宅棟及び６階建ての商業棟の整備のほか

に、新鎌ケ谷駅の北から南を結ぶ自由通路の整備を併せて予定しており

ます。こちらにつきましても、令和８年度完成を目指しております。 

この南北自由通路が整備されますと、新鎌ケ谷駅周辺の歩行者の回遊

性が高まり、南側の駅前広場にも多くの人の往来が予想されます。 

今後、駅前広場の利用方法などについて検討していかなければならな

いと感じているところです。 

これら２か所の駅前広場については、今後進捗がありましたら、改め

て会議の場で報告させていただきます。 

以上となります。 

小早川委員 ありがとうございます。 

ただいま、鎌ケ谷市さんの方から情報提供ございましたけど、何かご

質問ご意見等ございますか。 

これは市の上位計画で検討しているということでしょうか。 

事務局 そうです。 

高架した線路は、すでに供用開始されておりますが、側道は千葉県で

整備を進めております。 

具体的な完成予想としては、令和８年度と身近になっておりますの

で、北初富駅については今後進捗があるのではないかということで報告

をさせていただきました。 

小早川委員 

 

ありがとうございます。 

何か皆様からご質問ご意見ございますか。 

ほかに報告がある委員の方いらっしゃいますでしょうか。 

ないようですので本日の議題につきましては以上ということになりま

す。 

最後に事務局から何かご連絡はありますでしょうか。 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は委員の皆様、貴重な意見をいただきましてありがとうございま

した。 

今後、コミュニティバスをはじめ、鎌ケ谷市の公共交通を考えていく

ときに、皆様からいただいた意見を参考にしながら、事業を進めていき

たいと思います。今後とも引き続きよろしくお願いいたします。 

今後の鎌ケ谷市地域公共交通会議についてですが、先ほど説明しまし

た通り、令和６年度のコミュニティバス運営検討委員会にて取りまとめ

た運行計画についての議題で、令和６年８月以降に開催を考えておりま

す。詳細が決まりましたら、改めて報告いたします。 

それ以外に開催必要な案件がありましたら、そちらにつきましても、
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事務局 開催通知にてご連絡したいと思います。 

以上でございます。 

ありがとうございました。 

本日の会議は以上で終了とさせていただきます。 

皆様お疲れ様でございました。 
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